
岩倉市建設工事請負業者格付基準 

 

  （趣旨） 

第１条 この基準は、岩倉市が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００

号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）の請

負業者の格付方法及び基準に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （格付機関） 

第２条 格付は、岩倉市入札契約審査委員会（以下「委員会」という。）が決定する。 

 （格付対象業者） 

第３条 格付は、入札参加資格審査申請を提出し、資格を認定された次に掲げる建設業

者（以下「業者」という。）について行う。 

 (1) 土木一式工事業者 

  (2) 建築一式工事業者 

 (3) 大工工事業者 

 (4) 左官工事業者 

 (5) とび、土工、コンクリート工事業者 

 (6) 石工事業者 

 (7) 屋根工事業者 

 (8) 電気工事業者 

 (9) 管工事業者 

 (10) タイル、レンガ、ブロック工事業者 

 (11) 鋼構造物工事業者 

 (12) 鉄筋工事業者 

 (13) ほ装工事業者 

 (14) しゅんせつ工事業者 

 (15) 板金工事業者 

 (16) ガラス工事業者 

 (17) 塗装工事業者 

 (18) 防水工事業者 

 (19) 内装仕上工事業者 

 (20) 機械器具設置工事業者 

 (21) 熱絶縁工事業者 

 (22) 電気通信工事業者 

 (23) 造園工事業者 

 (24) さく井工事業者 

 (25) 建具工事業者 



 (26) 水道施設工事業者 

 (27) 消防施設工事業者 

 (28) 清掃施設工事業者 

 (29) 解体工事業者 

 （審査期間） 

第４条 委員会は、入札参加資格審査申請の定時受付にあってはその年の４月１日まで

に、随時受付にあっては入札参加資格審査申請書の提出日から２か月以内に格付をし

なければならない。 

 （格付の方法） 

第５条 格付は、法第２７条の２３の規定に基づく経営に関する客観的事項の審査によ

る総合数値（以下「総合評定値」という。）により行うものとする。 

（格付の基準） 

第６条 格付の基準は、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市内に本社を有する業者については、前項の基準による

等級の１等級上位に格付する。なお、市内に支店を有する業者のうち、過去３年間支

店として当市の事業に実績があり、かつ、支店として営業規模を有する業者について

は、市内に本社を有する業者と同時の取扱いとすることができる。 

  （有効期限） 

第７条 格付の有効期間は、格付の適用された日から次の格付が適用される日の前日ま

でとする。 

（雑則） 

第８条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会において審議し

決定するものとする。 

      附  則 

  昭和５７年４月１日から適用する。 

      附  則 

  昭和６０年４月１日から適用する。 

      附  則 

  平成２年４月１日から適用する。 

      附  則 

  平成８年４月１日から適用する。 

      附  則 

  平成１３年４月１日から適用する。 

附  則 

  平成３０年１月５日から適用する。 

附  則 



  平成３０年４月１日から適用する。 

 



別表（第６条関係） 

 

           総 合 評 定 値 と 等 級 の 格 付 

 

等 級 総  合  評  定  値 

特Ａ １，１５０点以上   

Ａ １，０００点以上 ～ １，１５０点未満 

Ｂ ８５０点以上 ～ １，０００点未満 

Ｃ ７００点以上 ～ ８５０点未満 

Ｄ ５５０点以上 ～ ７００点未満 

Ｅ ５５０点未満   

 


